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Ⅰ．21 世紀循環の森づくり推進協議会登録森林 森林管理計画の概要 

 

 

１．森林の所有者： 21 世紀循環の森づくり推進協議会会員 

（置戸町、新世紀森林組合等：63 名） 

NO NO

1 新生紀森林組合 137.20 35 斉　藤　邦　夫 12.88

2 置戸町役場 1761.64 36 岡　田　利　明 13.00

3 熱海産業株式会社 33.81 37 中　澤　博　之 53.08

4 熱　海　　　忠 136.19 38 仁　木　義　信 20.96

5 熱　海　たえ子 5.40 39 渡　辺　泰　雄 14.16

6 北光産業組合 118.40 40 東海林　　　実 6.32

7 有限会社三好木材店 9.00 41 安　西　　　昇　　 1.00

8 宮　本　幸　雄 7.36 42 安　西　繁　子 2.96

9 宮　本　昭　子 9.28 43 渡辺商事株式会社 5.36

10 宮　本　愛　美 10.23 44 渡　辺　　　修 103.48

11 宮　本　幸　昇 4.32 45 渡　辺　　　真 24.24

12 後　藤　定　志 7.62 46 渡　辺　　　剛　 25.64

13 大　矢　孝　男 10.12 47 畠　中　清　秀 12.72

14 渡　辺　勝　弘 4.60 48 瀬　口　好　美 9.84

15 井　上　　　薫 7.20 49 小　建　キヌエ 22.92

16 北農木材工業株式会社 50.40 50 西　東　政　幸 7.72

17 小　林　　　満 4.95 51 岡　　　茂　晴 16.24

18 松　田　敏　男 5.36 52 高　谷　　　勲 4.40

19 瀬　口　　　強 70.12 53 橋　田　昌　明 3.52

20 瀬　口　俊　行 69.24 54 小　建　豊　一 3.28

21 瀬　口　みてる 9.00 55 菅　野　光　男 4.00

22 瀬　口　ユミ子 9.40 56 川南林業グループ 2.80

23 株式会社遠藤組 72.65 57 森　谷　健　吉 4.76

24 遠　藤　耐　蔵 21.36 58 きたみらい農業協同組合 150.43

25 大  槻　健一郎 6.28 59 常呂漁業協同組合 62.44

26 野　瀬　宗　信 16.08 60 鈴  木  良  吉 2.16

27 横内林業株式会社紋別事業所 212.71 61 菅　波　嘉　孝 5.04

28 豊住林業グループ 1.64 62 西　原　善　一 2.52

29 奥　山　忠　明 18.64 63 小　林　博　一 6.85

30 森　谷　雅　樹 18.40

31 岡　田　　　章 12.96

32 奥　山　ツ　ネ 12.76

33 奥　山　政　俊 21.08

34 斉　藤　秀　彦 7.00 3,507.12 
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２．森林の管理者： 21 世紀循環の森づくり推進協議会   会長 大槻 健一郎 

            北海道常呂郡置戸町字置戸 164 番地 

 

３．森林の所在地： 北海道常呂郡置戸町・訓子府町地区内 

 

４．森林の面積 ： 3,507.12ｈａ   団地数：15 団地 

 

５．地域の沿革・概要 

（１）地域の概要    

認証の対象となる森林は、北海道北東部の網走東部森林計画区の西南端に位置す

る置戸町と訓子府町内の「21 世紀循環の森づくり推進協議会」会員（置戸町、新

世紀森林組合、一般所有者等：63 名）の所有管理する民有林である。 

対象地域の西南には三国山脈が連なり、これを水源とする常呂川が西南から東北

に向かって中央を貫流し、平坦地は川沿いの沖積地にわずかに広がっている。特

に上流の置戸町で尐ない。 

全域的に火山性の土壌地帯で、平野部ではクロボク土、内陸部山地では、褐色森

林土が分布し、年平均気温約 6 度、年平均降水量 777 ㎜、平均最深積雪 90 ㎝で、

降水量が尐なく、日照率が高い。また、内陸部は、寒暖の差が大きく積雪量が多

くなる。 

森林は、山頂部を除いて大部分が亜寒帯林に属し、天然林は、トドマツ・エゾマ

ツ・ミズナラ・カンバ類・ニレ・イタヤなどが主要な植生となっている。 

地域の基幹産業は、農業と林業・林産業であり、農業は畑作と酪農が中心で、畑

作ではビート・小麦・馬鈴薯・玉ねぎが主に作付けされている。 

   林業については、恵まれた森林資源を背景に、良質材産地として町の発展に寄与

している。また林産業では、エゾマツ・トドマツを主に使用した置戸町独自の木

工製品であるオケクラフトの生産やプレカット・小径木加工工場による製材など、

付加価値を高める木材加工が推進されている。 

 

 （２）森林の沿革 

   常呂川の上流域となる置戸町の森林面積は、44,847ha と総面積の約 85％を占めて

いるのに対し、中流域となる訓子府町は、森林面積 9,413ha で総面積の 49％と森

林の占める割合が相対的に尐なくなる。 

両町合わせた民有林面積は 22,683ha(内置戸町：13,297ha)で、そのうち道有林を

除く一般民有林は、11,503ha(内置戸町：8,173ha)。一般民有林の人工林率は全道

平均を上回る 37％となっている。 

   地域の造林事業は、大正初期から始まり、当初は広葉樹を主体とした人工造林と

天然生林下の補植としてトドマツ・エゾマツ・カラマツなどが植栽されてきた。

昭和初期には、トドマツを中心に人工造林面積の拡大が図られ、戦後はカラマツ

が主体となっている。 
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また、昭和 29 年に発生した台風 15 号により、甚大な風倒木被害が発生し、その

復旧対策として人工造林の面積が飛躍的に拡大した背景もある。 

   現在人工林では、８齢級以上の林分が約 70％を占めて資源は充実してきている。

しかし、近年の木材価格の上昇等から、主伐が増加してきており、森林所有者の

高齢化などもあって、造林が追いつかず、無立木地の発生が地域問題化してきて

いるところでもある。 

 

６．対象森林の現況 

（１）森林の現況 

対象となる森林は、置戸町と訓子府町内の民有林で、SGEC の基準・指標に適合す

る森林施業を長期にわたり遵守することに同意した地元置戸町、新世紀森林組合、

森林所有者有志などで構成する「21 世紀循環の森づくり推進協議会」の会員 63

名が所有・管理する森林 3,507.12ｈａである。 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
121.79 61.66 78.08 27.84 34.80 1.92 121.24 394.95 648.09 128.20 17.28 3.56 0.84 1640.25

9,002 5,301 7,979 519 36,243119,686183,812 44,605 6,149 1,432 391 415,119
1.64 21.68 11.28 0.52 1.16 50.12 3.80 118.94 166.80 122.12 38.84 0.28 1.60 1.24 1.76 3.52 545.30

2,770 3,430 19,688 842 27,904 52,406 40,286 8,968 107 649 516 748 1,211 159,525
0.24 29.08 25.88 55.20

58 7,924 7,226 15,208
2.88 1.32 4.00 9.48 14.36 11.92 23.72 13.60 81.28

1,193 1,201 2,088 3,597 2,135 10,214
0.48 0.48

96 96
6.21 3.22 12.72 8.00 1.08 0.76 0.88 36.28 14.96 9.80 93.91

654 981 197 185 258 12,229 6,003 4,230 24,737
4.98 44.20 31.28 15.04 37.64 7.64 8.12 5.56 154.46

5,672 5,162 3,113 8,794 1,940 2,279 1,631 28,591
132.52 92.86 106.08 90.04 82.68 79.76 163.80 611.09 877.45 265.68 56.12 3.84 1.60 1.24 1.76 4.36 2570.88

9,656 15,917 17,969 25,593 46,195173,376253,861 90,752 15,117 1,539 649 516 748 1,602 653,490
2.64 31.24 439.68 102.72 49.40 97.91 2.84 726.43

14.56 0.44 25.32 40.32
437 32 8,758 9,227

10.84 9.68 144.12 21.11 5.13 29.28 220.16
1,305 432 43,677 3,281 1,257 8,081 58,033

5.01 3.72 29.92 32.48 53.43 45.90 51.85 96.64 44.96 116.36 32.60 33.44 8.79 555.10
379 377 2,401 3,543 6,702 5,807 6,360 14,838 7,073 19,879 5,638 5,945 3,252 82,194
5.01 3.72 44.48 32.48 53.43 57.18 61.53 266.08 66.07 116.36 37.73 33.44 38.07 815.58
379 377 2,838 3,543 6,702 7,144 6,792 67,273 10,354 19,879 6,895 5,945 11,333 149,454

132.52 92.86 106.08 90.04 82.68 84.77 167.52 655.57 909.93 319.11 113.30 65.37 267.68 67.31 118.12 42.09 33.44 38.07 3386.46
9,656 15,917 17,969 25,972 46,572176,214257,404 97,454 22,261 8,331 67,922 10,870 20,627 8,497 5,945 11,333 802,944

120.66 120.66

253.18 92.86 106.08 90.04 82.68 84.77 167.52 655.57 909.93 319.11 113.30 65.37 267.68 67.31 118.12 42.09 33.44 38.07 3507.12
9,656 15,917 17,969 25,972 46,572176,214257,404 97,454 22,261 8,331 67,922 10,870 20,627 8,497 5,945 11,333 802,944 

    

対象森林の人工林率は、74％と大部分を占めており、樹種別では、カラマツが 47

％、トドマツその他の針葉樹が 22％、広葉樹が 5％、天然林が 23％となっている。 

対象森林の年間成長量は、17,475m3／年で、内カラマツ人工林の年間成長量は、

7,655m3／年、その他人工林の年間成長量は、7,803m3／年である。 

人工林の齢級別面積では、保育期の１～４齢級で 16％、利用間伐期の５～７齢級

で 13％、８齢級以上で 71％となっている。特にカラマツについては、計画上の主

伐期に達する７～１０齢級に 79％が集中しており、反面４～６齢級は 4％に過ぎ

ず、齢級構成の偏りが著しい状況となっている。加えて、平成 16 年・18 年と立

て続けに台風の被害が発生し、その整理伐等で過伐傾向にあり、現在の伐採量で

進むと、将来的には利用の図れるカラマツ資源の枯渇が危惧されている。 
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そのようなことから、被害地・伐採跡地の確実な更新はもちろん、カラマツ人工

林における長伐期化の実施など、林齢の平準化を目指した取り組みが模索されて

いるところである。 

   今回の「21 世紀循環の森づくり推進協議会」の森林認証への取り組みは、このよ

うな地域の問題に対して、新生紀森林組合と置戸町、森林所有者有志が一体とな

って、率先してモデル的な森林管理に取り組むことにより、地域に「持続可能な

森林経営」を定着させることを目的とした取り組みである。 

 

 （２）機能区分、制限林・保護林等の状況      

 ha  

     

 499.56  220.12    719.72  

 795.24  187.80    983.04  

 1,279.48  404.26  120.66  1,804.40  

    2,574.28  812.18  120.66  3,507.12  

 

     

 

 

ha  

        

 6.68  1.11    7.79  

 12.43  43.54    55.97  

         

 1.11  1.86    2.97  

    20.22  46.51    66.73  

 

 （３）過去５年間の施業履歴 

                             

 ) ) ) ) ) ) ) 

 7.62 427.37 56.24 110.20 7,307.76 0.00 0.00 

 17.20 226.70 30.32 124.76 3,635.98 37.25 7,899.67 

 50.54 151.16 43.28 56.96 1,936.94 71.33 14,777.27 

 36.59 160.26 38.88 57.96 2,586.03 46.85 9,769.29 

 30.83 135.91 46.72 54.88 2,729.23 79.62 19,140.67 

  142.78 1,101.40 215.44 404.76 18,195.94 235.05 51,586.90 

   ※H17 年度と 19 年度には、台風被害による整理伐等の計画外の伐採が行われた結

果、19 年度末で、約 120ha の伐採跡地が発生している。これら未栽地について

は、平成 22 年度末までには、更新を終える計画である。 
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（４）林道・作業道の整備状況 

    林道・作業道総延長 １２８，９００ｍ 

    路網密度      ３６ｍ／ｈａ 

 

 （５）過去５年間の森林被害（病虫害・獣害・森林火災・気象害）の記録 

   対象森林では、人工林に平成 16 年：13.81ha、平成 18 年：12.80ha の台風による

風倒被害が発生し、特に平成 18 年には、7ha のカラマツ人工林が全滅するなど、

甚大なものであった。被害跡地は整理伐が終わり、22 年度末には、更新を終える

計画である。 

 

（６）森林の管理体制 

   北海道網走支庁管内置戸町に所在する新生紀森林組合は、置戸町・訓子府町を管

轄区域とし、平成 19 年 4 月現在で組合員数 767 名、出資金 119,848 千円、業務執

行体制は、役員 9 名（常勤 1 名）、従業員 21 名（事務職員 8 名、工場職員 13 名）

により運営している。平成 17 年 6 月には、北海道森林組合育成指導方針に基づく

中核森林組合として認定を受け、経営基盤や執行体制を強化するなど、地域林業

の主要な担い手として積極的な事業展開をしている。組合事業としては、指導事

業､森林整備事業（植付、下刈、除間伐等）、素材生産事業、加工事業（製材、チ

ップ、おが粉等）、林産物販売までの一連の事業運営により、平成 19 年度の総取

扱額は、644 百万円となっている。 

   森林施業については、地元下請事業体に委託しており、事業体の保有する林業機

械は、トータルでハーベスタ－等が 13 台、ブルドーザー11 台を保有している。 

   

７．認証対象森林の経営方針 

 ２１世紀循環の森づくり推進協議会では、「自らがモデル的な経営を実践することで、

本指針の重要性を地域住民へ広め、地域全体の森林資源の保全につなげていくととも

に、環境に配慮した地域材のブランド化・価値の向上を図り、地域にふさわしい持続

可能な森林経営を実現することを目的とする」として下記のような「森林づくり基本

指針」を定めている。 

  （以下「森林づくり基本指針」概要） 

 

（１）森林づくりの目標 

①伐採面積の縮小・分散、伐採林齢の長伐期化を図ることによって、環境に調和し、

資源を循環利用していく持続可能な森林づくりを進めます。 

②間伐等、適切な森林づくりを通して、森林の持つ多面的な機能の維持・向上を目

指します。 

③伐採後の確実な更新をとおして、持続可能な山村づくりに貢献していきます。 

④森林から生まれる恵みを最大限に活用し、森林づくりに活かしていきます。 
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⑤原生林や水辺林などの保全に努めて、様々な生き物と共生できる森林づくりに努

めます。 

（２）森林づくりの指針 

①法令等の遵守 

・国際条約、森林法その他の法令を遵守し、森林計画制度に沿った森林づくりを進

めます。 

   ・SGEC 森林認証の基準を遵守した森林づくりを進めます。 

②森林管理の進め方 

   ・森林施業計画の実行状況の把握や森林の現況把握のために森林巡視を実施し、各

種情報を記録していきます。 

   ・地域内の森林の生育状況を記録するためモニタリング調査を実施します。 

   ・森林調査簿、森林計画図等の情報を常備し、正確な現況把握に努めます。 

   ・林業従事者に対する労働安全対策、森林づくりの指針、環境に配慮した作業等の

指導、周知徹底に努めます。 

   ・森林病害虫の防除対策に努めます。 

   ・山火事に対する予防と発生時の対策に努めます。 

③森林づくりの進め方 

   ・森林整備計画の管理目標をより明確にした独自の森林区分（別記）を設け、  

    それぞれの区分に応じた森林づくりを進めます。 

・大面積の皆伐は避け、水源涵養、土砂流失防止等の機能が特に求められる   

    森林については非皆伐施業を行います。 

 ・伐採後は確実に更新を図ります。人工造林の際には過去の生育経過等を考慮し、

適地適木の樹種を選定します。 

   ・下刈、除間伐等の保育作業を必要とする森林には適期に施業を実施します。 

   ・路網の開設にあたっては、水資源や林地の保全に配慮します。 

   ・水源・水系は伐採を控え、環境に配慮した施業に努めます。 

・区域内の動植物の生育状況を把握し、優良天然林等は箇所に応じて保全すること

とし、生物多様性の保全に努めます。  

④森林資源の有効活用 

   ・廃棄物ゼロを目指し、森林から産出される資源についてはできるだけ活用します。 

   ・森林資源を利用する際は、SGEC 森林認証制度を活用し、本協議会の対象森林から

産出されたものであることを積極的に PR していきます。 

⑤その他 

・対象森林の状況や管理方針等は一般に公開します。 

   ・住民が森林にふれあうことのできる機会と場所を積極的に提供します。 
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８．認証対象森林の環境方針 

   ２１世紀循環の森づくり推進協議会では、「SGEC 森林認証の基準・指標を遵守し、

森林施業を通じて地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全などに努める」こ

とを目的として、以下の環境方針を定めている。 

 （以下：２１世紀循環の森づくり推進協議会「環境方針」概要） 

 

  １．環境保全に関する法令を厳守し、林業経営と環境保全の両立を目指します。 

  ２．適切な森林整備に取組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図ります。 

  ３．各種施業の実施にあたっては、土壌及び水資源の保全に努めます。 

  ４．保護樹帯の設置、水辺林（河畔林）の保全など動植物の生息・生育環境の保全に

努めます。 

  ５．適切な森林整備に取組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、

対象森林の循環利用を推進し、地球環境温暖化防止に貢献します。 

  ６．施業の実施にあたっては、大気汚染物質や廃棄物の抑制に努めるとともに、地域

で定められた方法により適切に処理します。 

  ７．森林病虫害防除にあたり、林業薬剤等を使用する場合は、適切な管理のもと必要

最低限の量とします。 

  ８．森林巡視を実施し、持続的に森林の状況及び林内生息・生育する動植物 

   を把握に努めます。貴重な動植物が発見された場合は、関係機関に連絡するととも

にその保護の体制を整えます。 

  ９．調査研究・教育のため、地方自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可

能な限り協力します。 

  １０．生物多様性の保全に関する知識の習得に努めます。 

  １１．動植物のモニタリング調査により、貴重な動植物が見つかった場合は、 

    関係機関に連絡するとともにその保護の体制を整えます。 

 

 

９．施業指針の概要 

  地域森林計画及び両町の森林整備計画に定めるゾーニング区分及び、それに基づく施

業計画認定基準等によって整備を進めている。 

上記森林整備計画の箇所ごとの管理目標をより明確にしていくために、人工林につい

ては「生産林」「生産環境林」「環境林」の３区分、天然林については、「生産環境

林」と「環境林」の２区分に分け、それぞれ目的に応じた下記施業(次ページ)を実施

することとしている。 

なお、施業の実施にあたっては、伐採面積の上限（概ね 5ha）や水辺林の保全など環

境への配慮を明記した独自の「生物多様性の保全を考慮した施業指針」を設けている。 
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10．その他 

 （１）地域への貢献 

   同協議会は置戸町・新生紀森林組合・森林所有者・林業及び建築事業体により組

織され、森林認証取得により、自らがモデル的な経営を実践することで、持続可

能な森林経営の重要性を地域住民へ広め、地域全体の森林資源の保全につなげて

いくとともに、環境に配慮した地域材のブランド化・価値の向上を図ることを目

的として活動しているグループである。 

   会員の「常呂漁業協同組合」は、下流の漁業関係者でありながら、置戸町に森林

を所有し、「森は海の恋人、川は仲人」という海と山との連携活動を全国に先駆

けて実行してきた漁協であり、これら幅広い会員とともに、地域にふさわしい持

続可能な森林経営を定着させ、森林の多面的機能の向上、土壌及び水資源の保全、

地球温暖化防止、森林資源の循環利用の促進等を目指している。 

 

（２）森林環境教育などへの取組 

   同協議会は、生物多様性の保全・森林環境保全に関する知識の習得に努めるとと

もに、その重要性を多くの住民にＰＲすることとしており、森林認証制度の普及

・啓発、森林環境の保全と森林環境教育の実施、森林ボランティア活動の実施な

どに努めている。 

   また、置戸町植樹祭や森林散策会など、地域の行う森林体験イベントには、協議

会員は主要メンバーとして、積極的に参加している。 

       

区分 目的 施業 管理方針 

人工林 生産林（木材生産を主

目的とする） 

短伐期施業 

長伐期施業 

林齢の平準化と森林資源の保続に配

慮して、伐期の分散・長期化、伐採

箇所の縮小・分散に努める。 

伐採～造林を効率的に実施し、確実

な更新に努める。 

生産環境林（木材生産

と環境保全の両立を目

標とする） 

長伐期施業 

複層林施業 

針広混交林施業 

大面積皆伐を避けるとともに、環境

への影響に配慮し、伐採跡地の裸地

状態を防ぐため、長伐期化・複層林

化に努める。 

環境林（環境保全を重

視する） 

針広混交林施業 

 

天然性広葉樹を導入し、天然林化を

目指す。 

天然林 

 

生産環境林（木材生産

と環境保全の両立を目

標とする） 

針広混交林施業 

 

択伐を実施するとともに、生育不良

林分については、人工造林により確

実な更新を図る。 

環境林（環境保全を重

視する） 

天然林施業 できる限り天然林を活用し、必要に

応じ人為により機能向上を図る。 
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 （３）生物多様性の保全への取組 

   今回の認証対象地には含まれないが、置戸町内の道有林にナキウサギの生息する

アカエゾマツの自然林があり、「保護林」として、厳正に保護されている。 

   同協議会では、「野生生物の生息・生育環境の保存に配慮するため、森林施業に

ついては、林地の保全、大面積伐採の防止、水辺林・保護樹帯の残置などに努め

るとともに、地域における保護上重要な動植物について把握し、その保護対策を

十分に実施する」としている。 

今回、地元関係者への聞き取りによって「認証対象森林に生息・生育する注意す

べき動植物一覧」を作成しており、これを巡視などの際に携行し、情報収集に努

めることとしている。 
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Ⅱ．21世紀循環の森づくり推進協議会登録森林の審査経過 

 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、宇佐美均、横石幸雄の３名が担当した。 

 

【審査申込】 

平成 20 年 8 月 25 日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

【企画審査】 

平成 20 年 9 月 8 日～10 日／「企画審査」での現地確認 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査ｾﾝﾀｰ 

審査員 児島 裕 

              専門審査員 横石幸雄 

 

（場 所） 

置戸町役場 

新生紀森林組合 

21 世紀循環の森づくり推進協議会登録森林(勝山、秋田、境野、置戸町有林 他) 

 

（立ち会い者） 

新生紀森林組合 代表理事組合長    大槻健一郎 

         参事         鈴木良吉 

         業務課長       伊藤美裕 

 

（聞き取り対象者） 

 北海道網走東部森づくりセンター普及課 

            専門普及指導員 石田英也 

置戸町役場 産業振興課長       小林正幸 

   〃   産業振興課林務係長    名和祐一 

置戸町森林所有者           宮本幸雄 

   〃               小林 満  他、森林所有者・素材生産 
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（内 容） 

対象森林の所有者及び関係者に集合してもらい、SGEC 森林認証制度の説明会を実施す

るとともに、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を把握するため、

抽出した現地で下記内容の調査を行った。 

 

１．協議会会員の SGEC 基準・指標等、諸規定の遵守意思の確認 

２．現地調査による管理森林の管理状況の把握 

３．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認 

４．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

５．森林簿・及び森林計画図の現地照合 

６．シカの生息状況とシカ害等森林被害の状況・対策について 

７．対象地域の自然環境及び野生動植物の状況について、 

８．希尐野生動植物種の生息状況について 

９．指定の環境保全地域、自然環境・文化財等について 

10．地域社会の慣習的森林の利用権について 

11．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

 

 

 

平成 20 年 9 月 19 日／審査要件の設定 

 

（内 容） 

「企画審査」での現地確認の結果等により、ＳＧＥＣの基準・指標・ガイドラインに基

づいた「全林協審査判定表」の 66 項目を「審査要件」として決定し、申請者に伝えた。 
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【確認審査】 

 

平成 20 年 11 月 18 日～21 日／「確認審査」での現地確認 

（場 所） 

置戸町役場 

新生紀森林組合 

21 世紀循環の森づくり推進協議会登録森林(勝山、秋田、境野、置戸町有林 他) 

 

（審査委員） 

  元東京農業大学教授・農学博士    河原輝彦 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会 

認証審査ｾﾝﾀｰ審査員  児島 裕 

 

（申請者側立会者） 

新生紀森林組合 代表理事組合長    大槻健一郎 

         参事        鈴木良吉 

         業務課長      伊藤美裕 

 

（聞き取り対象者） 

置戸町長               井上久男 

置戸町産業振興課林業振興係長     名和祐一 

 森林所有者 熱海産業（株）社長    熱海 忠 

   〃   （有）三好産業社長    三好幸市 

   〃  横内林業（株）紋別事業所  平石 透 

 置戸地区林産協同組合理事長      嶺 憲一 

 (協)ｳｯﾃﾞｨｰﾊｳｽおけと専務理事       小林 満 

置戸林産流通加工(協)連合会専務理事  宮本幸雄 

北海道網走森づくりｾﾝﾀｰ 普及課長   田端泰行 

 

（内 容） 

「確認審査」での現地調査、及び森林所有者、行政関係者、利害関係者への面談を行い

下記事項の確認を行った。 

１．協議会登録森林の管理状況の把握。 

２．対象森林に関する確認資料の内容について、質疑応答及び関連資料の確認。 

３．強度間伐実施地における高木性樹種の更新状況について。 

４．皆伐跡の再造林待機地における植生の状況。 

５．殺鼠剤の空中散布の実施状況について 

６．野生動物等の生息状況モニタリング調査及び森林資源モニタリング調査の実施状
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況について 

７．有害鳥獣捕獲の実施状況について 

８．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

９．林地の保全や環境配慮事項についての受託作業者への指導状況について 

10．作業班等現場作業者の社会保障等への加入状況、労働安全対策について 

11． 間伐山土場での間伐材の分別・表示の仕組み確認 

12．搬出→土場における会員生産材の分別・表示の状況確認 

13．協議会の地域に対する貢献について 

14． SGEC 森林認証の取得についての取組について 

15．木材価格の動向と置戸カラマツ材等の評価について  

 

 

【審査判定】 

平成 21 年 3 月 17 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定

を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、21 世紀循環の森づくり推進

協議会登録森林は SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書  

 

21 世紀循環の森づくり推進協議会登録森林の審査における判定事由 

 

【森林認証審査判定】 

「企画審査」により、ＳＧＥＣの定める基準・指標・ガイドラインに準拠した全林協審

査判定表「21 世紀循環の森づくり推進協議会登録森林」のとおり、66 項目を「審査要件」

として決定した。 

「審査要件」に基づき「確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったとこ

ろ、 

21 世紀循環の森づくり推進協議会登録森林は、認証に価すると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記５項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

１．「生物多様性を考慮した施業指針」及び「森林巡視実施要領」によるモニタリング

を継続的に実施することにより、認証対象森林に生息・生育する動植物の把握及び記

録に努めること。 

 （基準２－２） 

２．水辺林や尾根筋などの保護樹帯を計画図に明記し、保残をより徹底していくことが

望まれる。 

 （基準３－２） 

３．協議会会員及び現場作業者への「生物多様性の保全に関する研修」を行い、環境配

慮に対する意識を共有すること。 

 （基準５－３） 

４．素材生産業者をはじめとする地域の事業体と連携を取りながら、認証林産物の管理

を徹底し、地域での有効利用と適正な供給に努めること。 

 （基準６－１） 

５．モニタリングは端緒についたところであり、その励行により、所有山林の状態を常

に把握するよう努めること。その結果を、今後の森林施業に役立てることが求められ

る。 

 (基準７－１) 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

認証の対象となる森林は、北海道の網走東部森林計画区に位置する置戸町と訓子府町内

の「21 世紀循環の森づくり推進協議会(会長：大槻健一郎)」(以下:同協議会という)会

員:63 名が所有・管理する民有林 15 団地、3,507.12ha である。 

同協議会は、新世紀森林組合が中心となって、置戸町と、賛同する管内の森林所有者(置

戸町有林及び新世紀森林組合有林、外組合員 61 名)で構成され、グループで森林認証に

ふさわしい持続可能な森林管理に取り組むものである。 

会員のグループ参加意志を同意書により確認するとともに、「森林簿」「森林計画図」

により、森林所有者および区域が明確であることを確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 

樹種又は林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

「森林簿」が常備され、5 年ごとの森林施業計画樹立時に更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

森林計画図を樹種別に色分けした「林相現況図」（1/5000）を常備している。 

対象森林の位置は、現地及び図面上で明確であることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。

管理計画の中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関す

る基本方針が策定されている。 

 

 １－４－１／妥当である 

対象森林の森林施業計画認定書の写し及び個々の森林施業計画書(15 団地)、その実施状況

を現地調査により確認した。 

これまで網走地域では、地形的要因などから 20ha を超える皆伐施業はごく普通に行われ

てきたが、同協議会では、森林認証取得にあたって、認定施業計画による「長期の方針」

を補完するため、「森林づくり基本指針」を独自に定め、「伐採面積の縮小・分散、伐期

の長期化を図ることによって、環境に調和し、資源を循環利用していく持続可能な森林づ
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くり」を目標とした施業を実施することとしている。 

 

 １－４－２／妥当である 

認証対象森林は「地域森林計画」及び「市町森林整備計画」に基づき、「水土保全林」、

「森林と人との共生林」及び「資源の循環利用林」に機能区分され、それぞれ「望ましい

森林の姿」と「整備および保全の基本方針」が明示されている。 

同協議会では、「森林づくり基本指針」により、上記計画の管理目標を会員により明確に

徹底するため、人工林については「生産林」「生産環境林」「環境林」の３区分、天然林

については、「生産環境林」と「環境林」の２区分に分け、それぞれ目的に応じた整備目

標を定めている。 

 

 １－４－３／妥当である 

同協議会では、「SGEC 森林認証の基準・指標を遵守し、森林施業を通じて地球温暖化の防

止、水土保全、生物多様性の保全などに努めるとともに、環境面の知識を増やし、持続可

能な森林経営を目指して取り組む」ことを明示した「環境方針」を示している。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

同協議会の会長は、対象地域の森林管理の担い手である新世紀森林組合の組合長が勤めて

おり、同組合の指導性の発揮によって、「森林づくり基本指針」及び森林施業計画に基づ

いた統一的な森林管理が期待できる集団である。 

なお、現場作業は、同組合の管理の下で、下請け作業班の「熱海産業(株)」及び「北農木

材工業(株)」「(株)遠藤組」等の同協議会会員事業体が実行していることを確認した。 

 

 １－５－２／妥当である 

同協議会は「森林づくり基本指針」により、「自らがモデル的な経営を実践することで、

本指針の重要性を地域住民へ広め、地域全体の森林資源の保全につなげていくとともに、

環境に配慮した地域材のブランド化・価値の向上を図り、地域にふさわしい持続可能な森

林経営を実現することを目的とする」との共通の目標と定め、経営内容の継続的改善に積

極的に取り組んでいる。 

 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められ

ているとともに、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 
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 ２－１－１／妥当である 

対象森林は、網走東部森林計画区に位置しており、地域森林計画及び森林整備計画によっ

て、「地域の特性、森林資源の状況並びに自然的・社会的条件」によって、ランドスケー

プレベルで機能区分されており、生物多様性保全上重要な林分については、「森林と人と

の共生林」とされ、「整備及び保全の基本方針が定められている。 

同協議会では「森林づくり基本指針」及び「生物多様性の保全を考慮した施業指針（以下

：施業指針）」によって、上記林分については、「環境林」として、管理目標と取扱に関

する指針を定めている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

一般民有林である本認証対象森林には、原生林及びそれに近い天然林は確認されない。 

なお、対象林に隣接する置戸町内の道有林に「ナキウサギ生息アカエゾマツ保護林」が

設置されており、厳正に保護されている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められ

ている。 

 

 ２－２－１／妥当である (向上目標付記) 

「林相現況図」及び森林 GIS により、重要な要素の正確な把握に努めている。 

関係者への聞き取りなどによって「認証対象森林に生息・生育する動植物一覧」を作成し

ているが、対象森林での動植物に関する本格的調査は行われていないため、不十分である

ことは否めない。 

同協議会「施業指針」により、「現場に出向く場合には「上記一覧」を携帯し、地域・流

域における保護上重要な動植物（絶滅危機種、絶滅危惧種、絶滅危急種、希尐種）につい

ての把握に努める」としている。 

 

 ２－２－２／妥当である 

北海道立林業試験場作成の「河畔林のはたらきとつくり方」を参考としており、水辺林の

重要性は地域に浸透してきている。 

同協議会の「施業指針」により、「河川や湖沼周辺の水辺林等」は、伐採を控え、自然林

に誘導するとし、対象地内の常呂川及びその流域に良好な水辺林が保全されていることを

確認した。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

同協議会では、「北海道レッドデータブック」を常備し、前記した「認証対象森林に生息
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・生育する動植物一覧」を作成しており、巡視時などの情報収集に努めている。 

なお、対象森林内の小河川で、環境省の絶滅危惧Ⅱ類に指定されているニホンザリガニの

生息が確認されている。生息地は、専門家の意見を聞きながら「ビオトープの森」として、

水辺環境の復元など生息環境の保全に努めていることを確認した。 

 

 

 ２－３－２／妥当である 

対象森林の水辺等には、自然植生がよく残されている。 

なお、「施業指針」において、「特色ある森林景観や野生生物の生息・生育環境の保存

に配慮する」とし、生物多様性保全の観点から、造林地においても、支障のない範囲で

広葉樹を残す、尾根筋の保護樹林帯、沢筋等の水辺林を残すなどして、生息環境の改善

に努めている。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である  

「施業指針」により、適切な間伐を行うことによって、林分構造の維持に努めることとし

ており、現地においても、下層植生及び林縁植生は良好に保たれていることを確認した。 

また、希尐動植物については、情報収集を開始しており、確認された場合は、「施業指針」

の｢保護上重要な動植物の保護｣により保護対策を講ずることとしている。 

 

２－４－２／妥当である 

鳥獣の狩猟については、｢鳥獣保護法｣に基づいて、適正に行われている。 

一般的な山菜等の採取については、特に禁止などの措置はとっていないが、不適切な採取

によって、減尐したとされる種は確認されなかった。なお、森林巡視等によって、不法採

取等の防止に努めている。 

 

 ２－４－３／妥当である 

外来生物法に基づき、特定外来生物等の侵入防止に努めている。 

既存造林樹種のカラマツ・グイマツ以外に、新たな外来種を導入する計画はない。 

 

 ２－４－４／妥当である 

地域の小河川や林道などの土留め・水切り・水たたき等の工作物に、間伐材等が使用され、

環境負荷の低減に努めていることを確認した。 

林道･作業道の新規作設に際しては、「施業指針」において「林道規程を遵守する」｢作業

道は切り土法面の低い施行に努める｣｢可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用する

とともに、小動物の生育･繁殖を妨げないように努める｣こととしている。 
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基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程に

おける悪影響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

同協議会では、「自らがモデル的な経営を実践することで、本指針の重要性を地域住民へ

広め、地域全体の森林資源の保全につなげていくとともに、環境に配慮した地域材のブラ

ンド化・価値の向上を図り、地域にふさわしい持続可能な森林経営を実現すること」を目

的とする「森林づくり基本指針」を定めており、伐採面積の縮小・分散、伐期の長期化を

図ることなどに取り組んでいる。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な

場所は「水土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに公益的機能別森林区域

図に明示されている。 

なお、「施業指針」により「水土保全林にあっては、更新時に林床が裸地化する面積、及

び期間を縮小するため、森林の面的広がりや森林の構造に留意し、一箇所当たりの伐採面

積の縮小及び分散並びに伐採林齢の長期化を図る」としている。  

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である(向上目標付記) 

保護樹帯の設置については、特に不適切といえる箇所は見あたらないが、一部箇所で、設

置幅が不十分であったり、沢筋近くまで植栽された人工林が見られた。 

同協議会の｢施業指針｣において、｢水土保全と生物多様性保全の観点から、尾根筋に保護

樹林帯を、沢筋等には水辺林を極力残していく」としており、今後、現場に徹底していく

意思を確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

尾根筋の急傾斜地や沢沿いには、天然林が残されている。一部沢筋近くまで植栽された人

工林については、今後「施業指針」により、伐期の長期化を図り、混交林へと誘導してい

くこととしている。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影

響を考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 
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 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、地域森林計画及び市町村森

林整備計画において、「水土保全林」とされ、特別な配慮が求められる地区については、

「水源かん養保安林」「土砂流出防備保安林」及び「砂防指定地」等に指定され、指定施

業要件が厳格に設けられている。 

また、認証対象森林については、各計画図に土壌・水系等の保全が必要な地区が明記され、

必要な措置がとられている。 

 

 ３－３－２／妥当である 

集運材は、主に請負者によって実行されるため、同協議会では「認証森林伐採・搬出作業

マニュアル」を作成し、同協議会の「施業指針」を遵守することとともに、伐採方法・集

材方法・安全作業・油類の管理・その他を定め、地表面の保護および水質汚濁防止のため

の措置を求めている。 

実際に間伐材等の搬出現場では、残存木や下層植生が良く保存されており、地元作業者の

技量の高さが窺われた。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び同協議会「作業現場における油類の取扱いマニュアル」

に基づき、適切な管理のもと使用している。 

殺鼠剤等の林業薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニュアル」により「森林病害虫

等防除法及び農薬取締法などの関連法令に基づき、必要最小限の使用にとどめる」として

いる。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

対象森林では現時点で、間伐等に伴う搬出路以外に林道・作業道の開設計画はない。 

林道･作業道の新規作設に際しては、「施業指針」において「林道規程を遵守する」｢作業

道は切り土法面の低い施行に努める｣｢可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用する

とともに、小動物の生育･繁殖を妨げないように努める｣ことを確認した。 

 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管

理計画を作成し、適切な実行体制が整備されている。 
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 ４－１－１／妥当である 

同協議会「基本指針」の目的として「世界的な環境問題として地球温暖化の防止や生物多

様性の保全等、森林に対する期待はかつてないほど高まっており、環境に調和した持続可

能な森林管理の実現と森林資源の循環利用の促進を図ることが、地域林業に求められてき

ている」ことを提示しており、公益的価値を充分認識した上で実行に努めている。 

 

 ４－１－２／妥当である  

間伐などの施業実施に当たって、標準地調査が行われており、施業計画データの補正など

に役立てられている。 

なお、過去に甚大な被害をもたらした台風災害などの影響から、地域における人工林の齢

級構成が極端に偏っており、特にカラマツ林では、8 割が主伐期となる 7 齢級以上に達し

ている。 

このことは、協議会会員の共通認識となっており、「基本指針」を定め、伐採面積の縮小

・分散や伐採林齢を引き上げるなどして、資源の保続と長期的な林齢の平準化に努めてい

るところである。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 

適正に配置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

「森林施業計画書」の伐採計画に従うとともに、上記標準地調査の補正データに基づいた

伐採を行っている。 

森林施業計画書の「森林の現況並びに伐採計画及び造林計画」に箇所毎の伐採方法、伐採

率、伐採面積・材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

「立木の伐採齢は、森林の有する公益的機能の増進と、林齢の平準化・資源構成の多様化

を図るため、置戸町森林整備計画の基準に基づき、伐期の長期化、可能な箇所では複層林

化を図るなど生産目標に応じた伐採時期の多様化に努める」とした同協議会「施業指針」

が作成されており、複層林施業や択伐による広葉樹の導入、カラマツの長伐期施業などが、

試みられていることを確認した。 

 

 ４－２－３／妥当である 

対象森林では、人工林に平成 16 年：13.81ha、平成 18 年：12.80ha の台風による風倒被害

が発生し、特に平成 18 年は、7ha のカラマツ人工林が全滅するなど、大きな被害を受けて

いる。これらの整理伐等によって、17 年度と 19 年度に計画外の伐採が発生している。他
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は、施業計画の伐採計画に従っていることを確認した。 

なお、対象地域では、地形的な条件からこれまで 20ha を超える皆伐施業はごく普通に行

われてきていた。同協議会では、今回の森林認証への取り組みを機に「生物多様性の保全

を考慮した施業指針」を作成し「一箇所当たりの伐採面積の規模を概ね 5ha 以下とし、伐

採箇所が隣接する場合には、十分な保護樹林帯（概ね 20ｍ）を設けるなど、伐採箇所の分

散に極力配慮する」とする基準を設けている。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 

施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

最近５年間の施業履歴に、伐採と更新の実績が記録されている。 

「市町村森林整備計画」及び、同協議会「施業指針」に基づき、伐採後は２年以内に更新

することが計画されているが、度重なる台風災害などで、道内の苗木不足が発生し、台風

被害地等の一部林分で、更新の遅れが発生している。これら林分については、苗木が届き

次第、速やかに更新を図る計画であることを確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

「森林施業計画書」に林分毎の造林計画が作成されており、同協議会「施業指針」の更新

方法などは、｢市町村森林整備計画｣に準拠していることを確認した。 

 

 ４－３－３／妥当である 

同協議会「施業指針」により「人工造林の対象樹種は、気候・地形・土壌などの自然条件

への適応樹、それぞれの樹種の特質、既住の成林状況など適地適木を基本とし、地域にお

ける造林種苗動向及び木材利用状況等を勘案して選定する」としている。 

近年、野鼠害への対応と合理性の観点から、北海道のすすめるグイマツ雑種 F1 による 1000

本/ha 程度の低密度植栽も検討を始めている。 

なお、グイマツはカラマツ同様、外来種であるが、生態系への影響は尐ないとされてい

る。 

 

 ４－３－４／妥当である 

｢施業指針｣において、「植え付け後は、巡視等によりその地に根付かなかった苗木が確認

された場合、すみやかに新しい苗木を補植する」と定め、実行している。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な

更新施業が行われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

天然林については、同協議会「森林づくり基本指針」により、「生産環境林（木材生産と
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環境保全の両立を目標とする）」と「環境林（環境保全を重視する）」に区分して、管理

方針を定めている。 

なお、天然林についても施業計画が立てられ、伐採計画・造林計画が作られている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

天然林の施業についても、同協議会「施業指針」に基づき「伐採に当たっては、母樹の保

存、種子の結実状況、天然性稚樹の生育状況等を勘案して行う」こと、「大面積による伐

採を避けることとし、確実な天然更新を促すための保護樹林帯を残す」ことなどが定めら

れている。 

なお、「生育不良林分については、人工造林により確実な更新を図る」として、施業計画

の造林計画にも反映されている。 " 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

同協議会「施業指針」において、保育の方法を定めており、適切な保育作業が行われてい

る。除間伐に際しては、林内に広葉樹が適度に残されていることを現地において確認した。 

 ４－５－２／妥当である 

過去５年間の施業履歴を確認し、実施状況を現地で確認した。 

なお、今後の保育については、「森林施業計画書」の保育計画に基づいて行う予定である。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されてい

る。 

 

 ４－６－１／妥当である 

森林施業計画における伐・造計画に間伐箇所と箇所毎の伐採率、数量、間伐予定時期が明

示され、計画に準拠して間伐が行われていることを確認した。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐の実行については、「森林整備計画」の指針及び「施業指針」により、その方法、伐

採率等が定められている。 

なお、除・間伐の際には、林内に現存する広葉樹などを支障のない範囲で、適度に残すこ

とを確認した。 

 

 ４－６－３／妥当である 

最近５年分の施業履歴に、保育間伐、収入間伐(素材生産)の実績が記録されており、各団

地の現況に照らして適切な間伐が行われていることを確認した。 
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４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用

は、法令などを順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

エゾヤチネズミ防除のため、定期的な殺鼠剤の空散が行われているが、使用薬剤、仕様書

・届けなど、適切に対処されていることを、地元行政など関係機関で確認した。 

 

 ４－７－２／妥当である 

履歴簿に森林被害と対処措置の記録が、整備されている。過去 5 年間には、台風被害以外

に、問題となるような被害は確認されていないが、野鼠害やエゾシカによる食害は散発的

に発生してきている。 

エゾシカは、北海道が、特定鳥獣保護計画によって、頭数調整などに取り組んでいるが、

ハンターの確保が進まず、被害は拡大傾向である。 

 

 ４－７－３／妥当である 

同協議会では、生物多様性の保全、水土保全の観点から、健全な森林の育成に努め、病虫

害の発生の抑制に努めることを原則としているが、林業薬剤を使用する場合は、関連法令

及び「林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、必要最小限の使用にとど

めることとしている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

認証対象林における巡視及びモニタリングについては、森林組合担当者が、各団地の巡視

を行い、森林災害の被害状況並びに森林の現状を報告する体制をとっている。 

また、「林野火災予防マニュアル」を用意し、現場従業員等への教育指導に当たっている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「林野火災予防マニュアル」において、地域の消防団、関係機関が実施する消防訓練にで

きる限り参加すること、消化機材を用意すること、火災が発生した場合の連絡体制等、林

野火災の予防対策、火災時の具体的な対応策を決めている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

過去５年間、森林火災の発生はなく、該当なしと認められる。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 
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 ５－１－１／妥当である 

森林管理及び環境保全上必要な法令及び条例を遵守する事を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認の際、森林管理上必要な法令集、「林野小六法」「環境六法」「環境法規総覧」

等が事務局に常備されていることを確認した。 

また、伐採・造林届けなどの書類も適切に保管されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

聞き取りにより、認証対象森林には法令上の慣習的な利用権がないことを確認した。この

ため、審査要件から除外した。 

 

 ５－２－２／適用除外 

聞き取りにより、認証対象森林には慣習的な利用権がないことを確認した。このため、審

査要件から除外した。 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標付記） 

生物多様性保全に関する研修等は、これまで行われていなかったため、｢生物多様性の保

全に関する知識の習得に努め、林業従事者に研修の機会を設ける｣とした「環境方針」に

従って、今後、森林認証及び分別・表示に関する説明会や研修を行っていくこととして

いる。 

なお、「森林巡視実施要領」に基づき、「認証対象森林に生息・生育する注意すべき動植

物種一覧」を作成して担当職員に携行させている。  

 

 ５－３－２／妥当である 

同協議会では、「安全作業マニュアル」及び「安全衛生及び健康管理マニュアル」を定め、

作業現場での日常の注意・指導に当たっている。 

また、新世紀森林組合により、基本動作確認、造林作業における安全対策、下刈り作業時

のハチ対策等の研修が行われている。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られてい

る。 
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 ５－４－１／妥当である 

対象森林整備の主体である新世紀森林組合の職員、及び労務班の雇用従業者は、労災保険

など法で定められた社会保険制度に加入していることを確認した。 

今後、法的要件を満たしていない下請け者についても、加入を勧めていくこととしている。 

 

 ５－４－２／妥当である 

新世紀森林組合では「安全衛生管理体制」を整備し、「安全作業マニュアル」及び「安全

衛生及び健康管理マニュアル」を定め、自主的安全活動に努めている。 

また、認証取得後、労務班を対象とした SGEC 森林認証及び作業安全に関する講習会を開

催する計画である。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害

関係者等との連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

同協議会には、森林所有者とともに素材生産、製材加工、建築関係事業体も参加しており、

認証森林の適正な管理と認証材の安定供給、適正な分別・表示管理が期待されている。 

認証取得後は、協議会が一体となって地元産森林認証材の普及・啓発に努めることとして

いる。 

 

 ６－１－２／妥当である（向上目標付記） 

山土場で原木が選別され、取引先に直送されるシステムであり、途中で他の林産物が混入

されることはない。 

また対象森林に関係する素材生産事業体も、分別・表示システムを同時に申請しており、

分別・表示のための的確な管理体制をしいて、認証材の管理を行うこととしている。 

 

 ６－１－３／妥当である 

作業路の法面等に、支障木等を活用しており、認証取得後は、これらに、認証林産物を積

極的に利用していくこととしている。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環

境教育、安全などへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

対象森林には、森林・環境教育施設である「置戸町森林体験交流センター」が設置されて

おり、周辺には、遊歩道や案内板などが設置されている。 
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なお、会員の「常呂漁業協同組合」は、下流の漁業関係者でありながら、置戸町に森林を

所有し「森は海の恋人、川は仲人」という海と山との連携活動を全国に先駆けて実行して

きた漁協であり、置戸町や新世紀森林組合とともに、森林・森林づくりの大切さなどの普

及啓蒙活動にもに熱心に取り組んでいる。 

 

 ６－２－２／妥当である 

対象森林では、林内の要所に看板を設置するなどして、入山者に山火事防止、ゴミの持ち

帰りなど、マナーの啓発に努めていることを確認した。 

また、不法投棄が増えてきていることから、巡視など防止活動を強化している。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林において

は、適切な対応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

同協議会「森林づくり基本指針」によって、「公益的機能の発揮が特に求められる森林」

は「保全すべき森林（保全の森）」としてゾーニングされ、天然林を維持するなど、多様

な森林づくりに取り組んでいる。 

また前述の森林・環境教育施設及び遊歩道などの周辺では、ササなどを刈り取るなどして、

景観維持に努めていることを確認した。 

 

 ６－３－２／適用除外 

対象森林に風致保安林、保健休養保安林に指定されている森林はない。 

 

 ６－３－３／妥当である 

対象森林内には、前述の置戸町によって設置された「置戸町森林体験交流センター」が設

置されており、周辺には、遊歩道や案内板などが整備され、地域住民に親しまれている。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されてい

る。 

 

 ６－４－１／妥当である 

今回の対象森林は、里山地域の人工林を主体とした森林であり、指定文化財や学術上重要

とされている森林等は、聞き取り等によっても確認されなかった。 

 

 ６－４－２／妥当である 

対象森林には「林業技術伝承の森」や「カラマツ高齢林分実証展示林」が、地域でのカラ

マツ長伐期施業に向けての試験林として設置されている他、「複層林試験地」や「受光伐

試験地」など、地域での持続可能な森林経営に向けた実証的な試みが、率先して取り組ま

れていることを確認した。 
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６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢

献できるよう努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

「環境方針」において｢適切な森林整備に取組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高

めるとともに、対象森林の循環利用を推進し、地球環境温暖化防止に貢献します｣として

おり、間伐を積極的に実施するとともに、間伐材の有効利用に努めている。 

 

 ６－５－２／妥当である 

「環境方針」において、「温暖化防止の観点から化石燃料の使用削減に努める」とし、林

業機械等の無駄なアイドリングをやめるなど、省エネに取り組んでいる。 

 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施

すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが

図られている。 

 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

標準地調査など、地域内の森林の生育状況を記録するためモニタリング調査を実施するこ

ととしており、具体的なモニタリング手順を定めた「巡視実施要領」及びチェックリスト

である「森林管理巡視日誌」を作成している。 

巡視日誌のチェックリストには、巡視時及び施業後の環境影響や残存林分の生育状況な

ど 12 項目が定められており、自己検証が図れる仕組みとなっている。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行って

いる場合、その調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

対象森林では、これまでのところ、第３者機関によるモニタリングは実施されていないが、

「調査研究・教育のため、地方自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限

り協力する｣ことを定めており、今後積極的に対応していくことを確認した。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 
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 ７－３－１／妥当である 

最近５年間の施業履歴と森林被害の記録を確認した。 

対象森林では、人工林に平成 16 年：13.81ha、平成 18 年：12.80ha の台風による風倒被害

が発生し、特に平成 18 年には、7ha のカラマツ人工林が全滅するなど、甚大なものであっ

た。被害跡地は整理伐が終わり、現在更新を準備中である。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要に

ついては一般に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

管理計画や種々の施業記録等については、公開の要請があった場合には、原則として公開

する考えである。視察や新聞等マスコミの取材も積極的に受け入れ、情報公開に努めるこ

ととしている。 
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Ⅳ．確認資料一覧 

・21 世紀循環の森づくり推進協議会規約・名簿・同意書 

・森林施業計画認定書（写し） 

・森林施業計画書(団地共同)・森林簿 

・森林施業の実施に関する長期の方針 

・森林施業計画内訳(伐採計画量・造林計画量・保育計画量) 

・森林調査簿 

・対象森林位置図（：1/50000） 

・置戸町・訓子府町公益的機能別施業森林区域図(ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ図1/200,000) 

・団地別林相現況図（1/5000） 

・網走東部地域森林計画書（平成 18～28 年度） 

・置戸町森林整備計画書変更(平成 18～28 年) 

・置戸町有林森林施業計画書（平成 16～21 年） 

・21 世紀循環の森づくり推進協議会「森林づくり基本指針」 

・21 世紀循環の森づくり推進協議会「環境方針」 

・生物多様性の保全を考慮した施業指針 

・森林巡視実施要領 

・認証対象森林に生息・生育する保護に注意すべき動植物種一覧 

・21 世紀循環の森づくり推進協議会「伐採・搬出マニュアル」 

・施業実施仕様書 

・作業路等開設マニュアル 
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